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恵庭市のごみ処理の歴史

ごみ処理場（盤尻）

ごみ焼却場（島松沢）

集団資源回収

戸別収集

びん・缶・PET棟（島松沢）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装（島松沢）

生ごみ処理場（中島松）

焼却施設（中島松）

破砕処理場（盤尻）- 休止中

1979 1983 1992  1995   2000   2002 2007   2010  2012    2020

第１期～第６期最終処分場（埋立場）

S54 S58 H4 H7  H12  H14  H19  H22 H24 R2

埋立
生ごみ ・ 燃やせるごみ

埋立
燃やせる
ごみ

手数料改定
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白樺町ごみ埋立場



単位：１０ｋｇ

改定年度 事業系一般廃棄物 産業廃棄物

４月１日から 生ごみ 資源物 可燃 不燃 可燃 不燃 汚泥

Ｈ２９～ １１２円 １１２円 １１２円 １１２円 １６８円 １６８円 ２０１円

（１０.１～） １７１円 １７１円 ２０５円

Ｒ２～ ９３円 １１４円 １２８円 ２３１円 ４００円 ５０９円 ５０９円

Ｒ４～ ９３円 １１４円 ２１７円 ３４３円 ４００円 ５０９円 ５０９円

処理方法 再資源化 再資源化 焼却処理 直接埋立 焼却処理 直接埋立 直接埋立
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激変緩和措置

再資源化 焼却処理 直接埋立

事業系ごみ処理手数料について

※産業廃棄物はＨ２９年度は消費税８％、Ｈ２９年１０月１日から消費税１０％込み

高い安い

処理方法による手数料の格差



経費
直接
負担割合
(軽減措置)

ごみ
処理量

ごみ
処理
原価

手数料
算定基礎

原価

■事業系一般廃棄物

事業系ごみ処理手数料の考え方について
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【例】 ごみ処理経費 ６,０００円

ごみ処理量 １００ｋｇ

→ ６,０００円 ÷ １００ｋｇ ＝ ６０円/ｋｇ

ごみを１ｋｇ処理するために掛かるお金は６０円 （ごみ処理原価）

負担割合を２/３にすると

→ ６０円/ｋｇ × ２/３ ＝ ４０円/ｋｇ

ごみを１ｋｇ処理するために直接負担するお金は４０円



■産業廃棄物

経費
ごみ
処理量

ごみ
処理
原価

手数料
算定基礎

原価

事業系ごみ処理手数料の考え方について

【例】 ごみ処理経費 ６,０００円

ごみ処理量 １００ｋｇ

→ ６,０００円 ÷ １００ｋｇ ＝ ６０円/ｋｇ

ごみを１ｋｇ処理するために掛かるお金は６０円 （ごみ処理原価）

軽減措置がない（負担割合１００％）ため

ごみを１ｋｇ処理するために直接負担するお金は６０円
4



ごみ処理経費の内訳（参考：「一般廃棄物会計基準（環境省）」）

収集運搬部門

収集運搬費
（コールセンター含む）

埋立処理経費

ごみ処理場
維持管理費
整備事業費

産業廃棄物
処理事業費

焼却処理経費

焼却施設
維持管理費
整備事業費

生ごみ処理経費

生ごみ処理場
維持管理費
整備事業費

資源物処理経費

リサイクルセンター

維持管理費
整備事業費

ごみ袋製造費

流通費
（保管・配送）

ごみ袋販売店
取扱手数料

印刷製本費
（ごみ処理券・

収集カレンダー等）

循環型社会推進費

印刷製本費
（ごみ分別事典・
ごみ減量大作戦）

資源回収団体奨励金

環境美化推進費

役務費

需用費

使用料及び賃借料

中間処理部門 最終処分部門 管理部門

職員人件費

収集運搬経費

産業廃棄物
処理事業費

家庭系のみ
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手数料

３９％

税等

６１％

事業系ごみ全体の処理経費は４億４,７００万円で、全体の処理経費から手数料収入１億７,５００万円を差し引いた

２億７,２００万円は「税等負担」となっています。

令和３年度における事業系ごみ全体の処理経費と手数料負担割合について

事業系ごみ処理経費
に対する負担割合

２億７,２００万円

１億７,５００万円

項目 経費種別 金額（概算）

支出

リサイクルセンター運営管理費 100万円

生ごみ処理施設運営管理費 2,100万円

焼却施設運営管理費 1億9,000万円

ごみ処理場運営管理費 2億1,100万円

その他管理費 3,700万円

【支出合計】 4億6,000万円

収入
バイオガス売払収入 1,300万円

【収入合計】 1,300万円

【処理経費の合計】（支出－収入） 4億4,700万円
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9

令和３年度 ごみ処理原価からみる負担割合

４２％

５０％

５１％

８１％

５８％

５０％

４９％

１９％

不燃

可燃

生ごみ

資源物

手数料で負担している部分

「一般廃棄物有料化の手引き」を参考に処理原価を算定

税等で負担している部分

■事業系一般廃棄物
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10

令和３年度 ごみ処理原価からみる負担割合

１４％

７％

８６％

９3％

不燃

可燃

手数料で負担している部分

「一般廃棄物有料化の手引き」を参考に処理原価を算定

税等で負担している部分

■産業廃棄物
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有料化（手数料負担）の目的及び期待する効果について

参考 一般廃棄物処理有料化の手引き（環境省）

■ 排出抑制や再生利用の推進
費用負担を軽減しようとするインセンティブ（動機付け）による排出量の抑制
や手数料の格差により分別の促進及び資源回収量の増加が期待される。

■ 公平性の確保
排出量に応じて手数料を徴収することで費用負担の公平性が確保される。

■ 事業者の意識改革
排出機会や排出量に応じて費用負担が発生、市が処理費用に関する説明の
必要性も増えることにより、事業者が処理費用を意識し、廃棄物排出に係る
意識改革に繋がることが期待される。

■ その他の効果
排出抑制や再生利用の促進による収集運搬費用や処理費用の低減。
脱炭素社会に向けた取組（ＣＯ２削減）に繋がる。
廃棄物関連施策の財源の確保。
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家庭ごみの有料化以前と比較して、
排出抑制や再生利用が推進され、
家庭ごみ排出量は２７．５％減少して
いる。

ごみ量の現況について

■家庭ごみ

■事業系一般廃棄物

社会情勢等の影響もあるが、手数料
の変更とともに排出抑制にもつなが
り、ごみ排出量は減少傾向にある。

■産業廃棄物

社会情勢等の影響もあるが、手数料
の変更とともに排出抑制、または、よ
り安価な民間の処理施設への搬入が
みられ、焼却施設及びごみ処理場で
の受入数量は減少傾向にある。
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１８,０４１ 

１４,１９５ １３,５０７ １３,７２８ １３,０８４ 

３,９５９ 

３,６０４ 

２,６５８ ３,０２０ 
３,０３９ 

６,５６８ 

５,２７６ 

３,５５６ ３,１０２ 
３,１３７ 

０

５,０００

１０,０００

１５,０００

２０,０００

２５,０００

３０,０００

Ｈ２１ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

家庭ごみ 事業系一般廃棄物 産業廃棄物

有料化の実施（Ｈ２２）
減量施策（随時）により
ごみ量が１９.２％減少。

ごみ量が１６.５％減少。
ただし、手数料(Ｒ２～
/Ｒ４～)の変更だけで
はなく、焼却施設の稼
働（Ｒ２～）やコロナ
(Ｒ１～）等の社会的要
因による影響にも留
意が必要。

ごみ量（ｔ）



令和４年度の恵庭市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理量の見通しと実績の対比

ごみ処理量の実績と見通しについて
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令和７年度からのごみ処理手数料を算定するために
手数料改定の前後５か年 計１０年の平均ごみ処理原価を算出

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

手数料改定前 手数料改定後

見通し量実績値

Ｒ７
手数料改定

単位：ｔ

分類 ごみ種別
計画 実績 対比

Ａ Ｂ Ｂ-Ａ Ｂ/Ａ

事業系
一般廃棄物

資源物 １９ ５ -１４ ２６％

生ごみ １,５８２ １,３３８ -２４４ ８５％

可燃 ２,０７６ １,３７３ -７０３ ６６％

不燃 ２０６ １３９ -６７ ６７％

産業廃棄物
可燃 １,６９０ １,６１２ -７８ ９５％

不燃 １,２８５ １,５２２ ２３７ １１８％

合 計 ６,８５８ ５,９８９ -８６９ ８７％



令和３年度実績から仮条件でごみ処理手数料を試算
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単位：円/１０ｋｇ

分類 ごみ種別 現行手数料
Ｒ3実績ベース
（試算）

事業系
一般廃棄物

資源物 １１４ ５９０

生ごみ ９３ １９０

可燃 ２１７ ４３０

不燃 ３４３ ５９０

産業廃棄物
可燃 ４００ ４３０

不燃 ５０９ ５９０

経費
直接
負担割合
(軽減措置)

ごみ
処理量

ごみ
処理
原価

手数料
算定基礎

原価

事業系ごみの
全経費を見込む

令和３年度処理量 ごみ種別で算定
１００％負担を求める
（軽減措置なし）



直接
負担割合
（軽減措置）

経費
ごみ
処理量

ごみ
処理
原価

令和７年度からのごみ処理手数料算定方法の考え方について

算入する

経費は？

ごみ処理量を

どのように

見通すか？

ごみ処理原価は

事業系一般廃棄物、

産業廃棄物、

ごみ種別で算定？

それぞれ全体で算定？

どの程度負担を

求めるのか？

（事業系一般廃棄物)
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手数料
算定基礎

原価



Ｈ２２有料化当初
（Ｈ２０に条例改定）

Ｒ２焼却施設稼働時改定
（焼却施設稼働前のＨ３０に条例改定）

直接経費のみ
（間接経費除く）

経費

ご み
処理量

一般廃棄物処理基本計画
（１０年間推計）

一般廃棄物処理基本計画
（１０年間推計）

手数料
設 定

負担
割合

Ｒ７からの考え方

市 民
事業者
産 廃

１/３負担
２/３負担
３/３負担

変
更

原価計算方式
（間接経費含む)
（１０年間推計）

可燃・不燃の手数料差なし
可燃＝不燃

市 民
事業者
産 廃

可燃・不燃・生の手数料差あり
生ごみ＜可燃＜不燃

１/３負担
２/３負担
３/３負担

Ｈ２４～生ごみ＝可燃＝不燃

令和７年度からのごみ処理手数料算定方法の考え方について

変
更

Ｒ５に決定

（Ｒ６は啓発期間）

14



Ｒ２焼却施設稼働時に改定したごみ処理手数料の算定方法では

令和２年度手数料改定の際の試算方法で令和２～３年度平均実績を用いて再算定した場合

15

（表１）家庭系廃棄物と事業系廃棄物を合計したごみ処理全体の経費 単位：千円 （表２）

Ｒ２～Ｒ３ 総経費 １/３負担 処理量
手数料算定
基礎原価

容量換算
６ｋｇ/４０ℓ

平均実績 （千円） （千円） （ｔ） （円/ｋｇ） （円/４０ℓ）

収集運搬 収集運搬費 ３６８,２７９ 家庭系 可燃 ５０４,１６７ １６８,０５６ ７,９７１ ２１.０８ １２６.５０ ３.１６円/ℓ ３円/ℓ

生ごみ処理施設運営管理費 ３９,８９９ 案分 不燃 ８０,３５８ ２６,７８６ ４６３ ５７.８５ ３４７.１２ ８.６８円/ℓ ４円/ℓ

施設整備費（生ごみ） １４,７４６ 案分 生 ９４,９６９ ３１,６５６ ２,１８１ １４.５１ ８７.０９ ２.１８円/ℓ ２円/ℓ

焼却施設管理運営事業費 ３６８,２２３ 案分 資源物（参考） １２４,９６１ ４１,６５４ ２,３０７ １８.０６ １０８.３３ ２.７１円/ℓ ０円/ℓ

施設整備費（焼却） １４５,８３９ 案分 粗大 １００円～９００円

リサイクルセンター運営管理費 ８５,２４９ 案分 可燃粗大・直搬 １０,３１０ ３,４３７ １６３ ２１０.８６円/１０ｋｇ -

施設整備費（リサイクル） ６,８１０ 案分 不燃粗大・直搬 ８１,９２４ ２７,３０８ ５３２ ５１３.３１円/１０ｋｇ ２３１円/１０ｋｇ

ごみ処理場運営管理費 １８５,０７４ 案分 合計 ８９６,６８９ ２９８,８９７ １３,６１７

施設整備費（ごみ処理場） ５０,０６８ 案分 （表３）

総務管理費 ０ － 総経費 ２/３負担（一廃） 処理量

循環型社会推進費 ０ － （千円） （千円） （ｔ）

環境美化推進費 ０ － 事業系可燃 ４２,９０５ ２８,６０３ １,２１４ ２３５.６１円/１０ｋｇ ２１７円/１０ｋｇ

減価償却費（廃棄物管理課） ０ － 事業系不燃 １７,９１５ １１,９４３ １２３ ９７０.９８円/１０ｋｇ ３４３円/１０ｋｇ

人件費（廃棄物管理課） ０ － 事業系生 ２０,５４５ １３,６９７ １,３１４ １０４.２４円/１０ｋｇ ９３円/１０ｋｇ

消化ガス売却収入 -３７,２３１ 案分 事業系資源 ４５６ ３０４ １７ １７８.８２円/１０ｋｇ １１４円/１０ｋｇ

有価物売払収入 -２９,６８７ 案分 産廃可燃 １４６,４５７ １４６,４５７ ２,０２０ ７２５.０３円/１０ｋｇ ４００円/１０ｋｇ

１,１９７,２６９ － 産廃不燃 ７２,３０４ ７２,３０４ １,３０５ ５５４.０５円/１０ｋｇ ５０９円/１０ｋｇ

１９,６９６ － 合計 ３００,５８２ ２７３,３０８ ５,９９３

６１ －

※経費配分欄の家庭系は家庭系廃棄物（表２）へ経費を全額配分、案分は処理量に基づき家庭系廃棄物（表２）と事業系廃棄物（表３）に案分して経費配分

　　　②　処理量（ｔ）

　　　③　１ｋｇ当たりの処理原価（円/ｋｇ）　①/②

現行手数料

経常
費用

処理
原価

中間処理

最終処分

管理
費用

管理

事業系
廃棄物

容量等換算後の
手数料算定
基礎原価

手数料算定
基礎原価

現行手数料

収入

　　　①　処理原価の合計金額（千円）

費用種別 部門 費目
家庭系
廃棄物

経費
配分

残渣（生ごみ・資源・し渣）、焼却灰、ボランティア袋含まず。



一般廃棄物の排出抑制及び再生利用の推進への効果や受容性、

周辺市町村における料金水準などを考慮

■手数料の料金水準

■事業系一般廃棄物

（１）処理原価相当の料金徴収

（２）地域における資源化施設等における料金水準の考慮

一般廃棄物処理有料化の手引き（環境省）

事業系廃棄物
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ごみ処理恵庭モデル確立に向けた提言書について

「ごみ処理恵庭モデル確立に向けた提言書」
はこちらからダウンロードできます！

ごみ処理恵庭モデル検討会について

17



●ごみ処理手数料に関する提言内容

■ 排出抑制、再資源化の促進（資源回収率の向上）

■ 公平性の確保

■ 市民や事業者の意識改革

■ 施設の延命化

■ 環境への負荷軽減

■ 廃棄物関連施策などの財源確保

18

ごみ処理恵庭モデル確立に向けた提言書について

令和７年度からのごみ処理手数料の応分負担の目的について



■ 処理原価から過度な税負担とならないようにすること。

■ 事業系一般廃棄物は事業者自らが責任をもって処理しなければならないが、

その処理責任は市町村にあり、市は一般廃棄物処理実施計画に沿って処理する

ことから、事業者が概ね受容でき、近隣市の手数料の料金水準との均衡性が図

られるようにすること。

■ ごみの減量化、減容化が図られるような取組みを実施するとともに、引き続き、

ごみ種別で手数料の格差を設けること。

■ 昨今の経済状況をより反映できるよう手数料検証期間を柔軟に検討すること。

■ 資源物は、適正分別や再資源化の促進、更にはゼロカーボンを推進できるよう、

リサイクル市場の情報収集や再商品化ルートの開拓、確保に努めるとともに、市

況も鑑みた手数料設定とすること。

事業系一般廃棄物

ごみ処理恵庭モデル確立に向けた提言書について

19

●ごみ処理手数料に関する提言内容



■ 処理原価から過度な税負担とならないようにすること。

■ 市内の事業者の経済的な負担も考慮した手数料の料金水準とすること。

■ ごみの減量化、減容化が図られるような取組みを実施するとともに、引き続き、

ごみ種別で手数料の格差を設けること。

■ 昨今の経済状況をより反映できるよう手数料検証期間を柔軟に検討すること。

■ 市内にリサイクルや処理できる施設がなく一般廃棄物と性状の変わらない産業

廃棄物の受け入れを継続しつつ、産業廃棄物処理業者の動向を注視すること。

産業廃棄物

ごみ処理恵庭モデル確立に向けた提言書について

20

●ごみ処理手数料に関する提言内容



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

廃棄物減量等
推進審議会

地区懇談会
（市民向け）

収集運搬
許可業者
意見交換会

収集運搬
許可業者
意見交換会

パブリック
コメント募集

４/２６

１０/１０頃〆
６/７～１２

６/１３～１６

２～３月頃

１月～２月頃

今後のスケジュールについて

排出事業者
説明会

（事業者向け）
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